
 特定⾮営利活動法⼈ReBit  監事監査規程 

 第１章 総則 

 （⽬的） 
 第  １  条  こ  の  規  程  は、  特  定  ⾮  営  利  活  動  法  ⼈  ReBit(  以  下  「当  団  体」  と  い  う。)  に  お  け  る  監  事  の 

 監  査  に  関  す  る  基  本  的  な  事  項  を  定  め  た  も  の  で  あ  り、  監  事  の  監  査  は  法  令  及  び  定  款  で  定  め  る  も 
 ののほか、この規程による。 

 （監事の基本的姿勢） 

 第  ２  条  監  事  は、  理  事  と  は  そ  の  職  責  を  異  に  す  る  独  ⽴  し  た  機  関  で  あ  る  こ  と  を  ⾃  覚  し、  法  ⼈  法 

 の  理  念  に  則  り、  公  正  不  偏  の  ⽴  場  で  監  査  を  ⾏  う  こ  と  に  よ  り、  当  団  体  の  ⽬  的、  事  業  が  適  切  に 
 遂⾏で きるよう努めなければならない。 

 （理事の職務執⾏の監査） 

 第３条 監事は、理事の職務の執⾏を監査しなければならない。 

 （業務、財産の監査） 
 第４条 監事は、その職務の遂⾏のため、いつでも、理事及び関係部⾨に対して事業の報 

 告 を求め、⼜は当団体の業務並びに財産及び会計の状況を監査することができる。 2 監 
 事が複数⼈いる場合、前項の監査は、監事間の協議により⾏う。 

 （理事等の協⼒） 

 第５条 監事が、前条第 1 項の職務を遂⾏する場合は、理事⼜は関係部⾨の責任者はこれ 

 に協⼒しなければならない。 

 （会計⼠との連携） 

 第６条 監事は、計算書類の記載⽅法等の会計業務に関して必要があるときは、当団体が 

 委 任した会計⼠の意⾒を求めることができる。 

 第２章 監査の実施 

 （事業報告及び決算等の監査） 
 第７条 監事は、第 3 条及び第 4 条の監査のほか、各事業年度に係る事業報告及び決算並 

 びに公益⽬的⽀出計画の実施報告について監査を⾏う。 



 （監査⽅法） 

 第８条 監事は、監査事項について、調査・閲覧・報告の聴取等により監査を⾏う。 

 （理事会等への出席） 
 第９条 監事は、理事会及び総会に出席し、必要があると認めるときは、意⾒を述べなけ 

 れ ばならない。 

 2 監事が前項の会議に出席できなかったときには、理事⻑から、その審議事項等につい 

 て、 速やかに報告を受けることができる。 

 第３章 監事の報告等 

 （理事会に対する報告義務等） 
 第１０条 監事は、理事の職務執⾏を監査した結果、次の各号に該当する事実があると認 

 め るときは、速やかにその旨を⽂書で理事会に報告しなければならない。 （1） 不正の 
 ⾏為をし、若しくはその⾏為をするおそれがあるとき 

 （2） 法令若しくは定款に違反する事実があるとき 

 （3） 著しく不当な事実があるとき 
 2 監事は、前項の事実について理事会が是正等の措置を講じているかの報告を、理事⻑か 

 ら 受けることができる。 

 （理事会の招集請求） 

 第  １  １  条  監  事  は、  前  条  第  1  項  に  規  定  す  る  場  合  に  お  い  て、  必  要  が  あ  る  と  認  め  る  と  き  は、  理 

 事  ⻑  に  理  事  会  の  招  集  を  請  求  す  る  こ  と  が  で  き  る。  な  お、  そ  の  請  求  の  ⽇  か  ら  5  ⽇  以  内  に、  2  週 
 間  以  内  の  ⽇  を  理  事  会  と  す  る  招  集  の  ⼿  続  き  が  ⾏  わ  れ  な  い  場  合  に  は、  ⾃  ら  理  事  会  を  招  集  す  る 
 こと ができる。 

 （理事会の招集通知） 

 第  １  ２  条  前  条  後  段  に  よ  り  監  事  が  理  事  会  を  招  集  す  る  と  き  は、  開  催  ⽇  時、  場  所、  ⽬  的  及  び  審 

 議  事  項  を  記  載  し  た  書  ⾯  を  もっ  て、  開  催  ⽇  の  1  週  間  前  ま  で  に、  各  理  事  に  対  し  て  通  知  し  な  け 
 れば ならない。 

 （差⽌請求） 

 第１３条 監事は、次の各号に該当する⾏為によって当団体に著しい損害が⽣ずるおそれが 

 あると認めるときは、当該理事に対し、その⾏為の差⽌めを請求することができる。 （1 



 ） 理事が当団体の⽬的の範囲外の⾏為その他法令若しくは定款に違反する⾏為をした と 
 き 

 （2） 理事が前号の⾏為をするおそれがあるとき 

 （総会に対する報告義務） 
 第  １  ４  条  監  事  は、  総  会  に  提  出  さ  れ  る  議  案、  書  類  等  を  調  査  し、  法  令  若  し  く  は  定  款  に  違  反  す 

 る  事  項  ⼜  は  著  し  く  不  当  な  事  項  若  し  く  は  不  正  の  ⾏  為  が  あ  る  と  認  め  る  と  き  は、  そ  の  調  査  結  果 
 とそ の扱いを総会に報告しなければならない。 

 2 前号の報告に当たっては、次の各号の報告を⾏うものとする。 

 （1） 第 10 条第 1 項の報告について、理事会が是正等を要すると認めたときの是正等 

 の 措置 

 （2） 第 13 条で規定する差⽌請求 

 （3） 第 20 条第 1 項で規定する是正⼜は改善の措置 
 （4） その他監事が必要と認める事項 

 （総会における説明義務） 
 第１５条 監事は、総会において社員から特定の事項について説明を求められた場合に 

 は、 議⻑の議事運営に従い必要な説明をしなければならない。 

 （監事の選任等についての意⾒陳述） 

 第１６条 監事は、総会において、監事の選任若しくは解任⼜は辞任について意⾒を述べ 

 る ことができる。 

 第４章 監査の報告 

 （事業報告の監査報告） 
 第  １  ７  条  監  事  は、  事  業  報  告  及  び  そ  の  附  属  明  細  書  の  監  査  を  ⾏っ  た  と  き  は、  次  に  掲  げ  る  事  項 

 を  内  容  と  す  る  監  査  報  告  書  を  作  成  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。  監  事  間  に  お  い  て  異  な  る  意  ⾒  が  あ  る 
 場合 には、その監事の意⾒を記載するものとする。 

 （1） 監査の⽅法及びその内容 

 （2） 事業報告及びその附属明細書が、法令⼜は定款に従い、当団体の状況を正しく⽰ 

 して いるかどうかについての意⾒ 

 （3） 理事の職務の遂⾏に関し、不正の⾏為⼜は法令若しくは定款に違反する重⼤な事 



 実が あったときは、その事実 

 （4） 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 2 前項の監 

 査報告書には、作成年⽉⽇を記載し、監事はこれに記名押印⼜は署名をするもの とす 
 る。 
 3 監事は、前項の監査報告書を理事⻑に提出する。 

 （決算に関する計算書類の監査報告） 
 第  １  ８  条  監  事  は、  決  算  に  関  す  る  計  算  書  類  の  監  査  を  ⾏っ  た  と  き  は、  次  に  掲  げ  る  事  項  を  内  容 

 と  す  る  監  査  報  告  書  を  作  成  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。  監  事  間  に  お  い  て  異  な  る  意  ⾒  が  あ  る  場  合  に 
 は、そ の監事の意⾒を記載するものとする。 

 （1） 監査の⽅法及びその内容 

 （2） 計算書類が、当団体の財産及び損益の状況を適正に表⽰しているかどうかについ 

 ての 意⾒ 

 （3） 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 2 前項の監 

 査報告書には、作成年⽉⽇を記載し、監事はこれに記名押印⼜は署名をするもの とす 
 る。 

 3 監事は、前項の監査報告書を理事⻑に提出する。 

 （監査報告後の再監査） 
 第  １  ９  条  監  事  が  第  17  条  ⼜  は  第  18  条  に  係  る  監  査  報  告  書  に  是  正  ⼜  は  改  善  を  要  す  る  事  項  を  報 

 告している場合、理事会は、必要と認めたときには、速やかに是正⼜は改善の措置を講じ 
 なければならない。 

 2  前  項  の  是  正  ⼜  は  改  善  措  置  を  講  じ  る  こ  と  に  伴  い、  理  事  ⻑  が  事  業  報  告  ⼜  は  決  算  若  し  く  は  公  益 

 ⽬的⽀出計画実施報告書について所要の修正を⾏ったときは、改めて、監事は監査を⾏わ 
 な ければならない。 

 第５章 その他 

 （改正措置） 
 第２０条 この規程の改正は、監事全員の合意により⾏い、理事会に報告する。 以上 


